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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

    

 

 

 

「川崎市上下水道局ウェブサイト ＞ 事業者の方へ ＞ 給水装置関連」 

見出し一覧 

略 

＞5 給水装置等の情報提供に係わる申請 

＞(1)オンライン申請 

＞(2)各種申請用書式のダウンロード 

＞申請手続き及び閲覧窓口 

 

 

「事業者の方へ＞給水装置関連」 

見出し一覧 

略 

＞5 給水装置等の情報提供に係わる申請 

＞(1)オンライン申請 

＞(2)各種申請用書式のダウンロード 

＞申請に際しての注意点 

ウェブサイ

ト案内画面

の差替え 

「事業者の

方へ＞給水

装置関連」

見出し一覧

の変更 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

    略 

＞7 その他（所有者、水道メーターき損・亡失届、リモート式メーターか

らの変更） 

＞(1)オンライン申請 

＞(2)各種申請用書式のダウンロード 

＞申請に際しての注意点 

 

略 

・ご案内 

＞水道利用加入金のご案内 

＞水道利用加入金 

＞二世帯住宅の共同住宅扱いについて 

＞「共同住宅等」で水道メーターを共用する場合の水道料金等について 

略 

＞7 その他（所有者、水道メーターき損・亡失届、リモート式メーターか

らの変更） 

＞(1)オンライン申請 

＞(2)各種申請用書式のダウンロード 

＞申請に際しての注意点 

＞オンライン手続かわさき（電子申請） 

略 

 

 

 

 

 

 

1 1.1.1.2.  1-1 ① 条例 川崎市水道条例をいう。 

② 条例規程 川崎市水道条例施行規程をいう。 

③ 業者規程 川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程をいう。 

④ 直結要領 直結給水の範囲拡大に関する取扱要領をいう。 

⑤ 切替要領 受水槽以下装置を給水装置に切り替える工事に関する取扱要

領をいう。 

⑥ 検査要領 川崎市上下水道局給水装置工事完成検査等実施要領をいう。 

⑦ 修繕要領 川崎市上下水道局修繕工事取扱要領をいう。 

⑧ 埋設基準 川崎市上下水道局給水管埋設基準をいう。 

⑨ メーター要領 メーターの設置等に関する取扱要領をいう。 

① 条例 川崎市水道条例をいう。 

② 条例規程 川崎市水道条例施行規程をいう。 

③ 業者規程 川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程をいう。 

④ 直結要領 直結給水の範囲拡大に関する取扱要領をいう。 

⑤ 切替要領 受水槽以下装置を給水装置に切り替える工事に関する取扱要

領をいう。 

⑥ 検査要領 川崎市上下水道局給水装置工事完成検査等実施要領をいう。 

 

⑦ 埋設基準 川崎市上下水道局給水管埋設基準をいう。 

⑧ メーター要領 メーターの設置等に関する取扱要領をいう。 

要領名称の

追加 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

1 1.1.1.2.  1-1 ⑩ 自己メーター要領 自己メーターの設置等に関する取扱要領をいう。 

⑪ スプリンクラー要領 直結式スプリンクラー設備の設置等に関する実施

要領をいう。 

⑫ 共同要綱 共同住宅扱いの適用に係る要綱をいう。 

⑬ 調整条例 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例をいう。 

⑭ 小規模受水槽水道条例 川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道におけ

る安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例をいう。 

⑮ 小規模受水槽水道条例施行規則 川崎市小規模水道及び小規模受水槽水

道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則をいう。 

⑨ 自己メーター要領 自己メーターの設置等に関する取扱要領をいう。 

⑩ スプリンクラー要領 水道直結式スプリンクラー設備の設置等に関する

実施要領をいう。 

⑪ 共同要綱 共同住宅扱いの適用に係る要綱をいう。 

⑫ 調整条例 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例をいう。 

⑬ 小規模受水槽水道条例 川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道におけ

る安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例をいう。 

⑭ 小規模受水槽水道条例施行規則 川崎市小規模水道及び小規模受水槽水

道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則をいう 

 

要領名称の

追加 

1 1.1.3.2.  1-3 1）新設工事 

新たに給水装置を設置する工事をいう。既設水栓番号が存在せず、全て

新たに水栓番号を発番する工事又は幹線番号を発番する工事をいう。 

略 

3）修繕工事 

次の既設給水装置において、その機能を同一に保ったまま交換する工事を

いう。〔修繕要領第3 条〕 

① 漏水している給水装置 

② 出水不良又は水質不良の原因と考えられる給水装置 

③ 故障した止水栓、仕切弁、給湯器、その他給水用具 

④ メーター前後１ｍ以内の漏水していない鉛製の給水管 

⑤ 増圧給水設備の交換工事 

上記①～⑤との接合に必要な範囲の給水装置 

1）新設工事 

新たに給水装置を設置する工事をいう。既設栓番が存在せず、全て新栓

番を発番する工事又は幹線番号を発番する工事をいう。 

略 

3）修繕工事 

次の既設給水装置において、その機能を同一に保ったまま交換する工事を

いう。 

①漏水している給水装置 

②出水不良又は水質不良の原因と考えられる給水装置 

③故障した混合水栓、給湯器その他給水用具 

④メーター前後１ｍ以内の漏水していない鉛製の給水管 

⑤増圧給水設備の交換工事 

上記①～⑤との接合に必要な範囲の給水装置 

文言の整理 

要領名称

の追加 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

1 1.2.3.2.  1-8 表中「表 1-1 主な調査項目等」 

 

 

「表 1-1 主な調査項目等」 

 

文言の整理 

1 1.2.3.3.  1-8 1.2.3.3. 住民等への周知 

工事を行う場合には、事前に近隣の住民・企業等に周知をするなど、ト

ラブルの未然防止に努めなければならない。特に、騒音、振動、粉塵等の

発生を最小限に抑え、交通規制や作業車の駐車等についても近隣住民等に

周知を行い、協力が得られるように努めること。 

なお、近隣の住民・企業等に周知をする資料は、不特定多数の方へ配布

するものなので、個人を特定できるような情報（住居者名・家名等）の記載

をしない等の配慮をしなければならない。 

 

1.2.3.3. 住民等への周知 

工事を行う場合には、事前に近隣の住民・企業等に周知をするなど、ト

ラブルの未然防止に努めなければならない。特に、騒音、振動、粉塵等の

発生を最小限に抑え、交通規制や作業車の駐車等についても近隣住民等に

周知を行い、協力が得られるように努めること。 

 

個人を特定

できるよう

な情報掲載

の注意喚起 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

1 1.2.3.7.  1-9 下水道使用料について 

営業課下水道使用料担当         電話 200-2872 

下水道使用料について 

下水道使用料担当            電話 200-2872 

所管課名称

の修正 

2   2-1 2．手続き 

給水装置工事には、その申込みはもちろんのこと、申込前の手続き、諸

納入金の納入、着工等の手続き、竣工の手続きなどのさまざまな手続きが

必要となる。各行政区の所管窓口は次のとおりである。 

なお、給水装置関連の手続きはオンライン申請（オンライン手続かわさ

き（e-KAWASAKI））で行えるが、手続きによっては、原本の提出が必要なも

のや窓口対応を必要とするものもあり、その際には窓口手続きや原本の郵

送等が必要となるので、オンラインでの申請のみで手続きが完了しない場

合がある。 

 

 

 

2.手続き 

給水装置工事には、その申込みはもちろんのこと、申込前の手続き、諸

納入金の納入、着工等の手続き、竣工の手続きなどのさまざまな手続きが

必要となる。各行政区の所管窓口は次のとおりである。 

なお、局では川崎市デジタル･トランスフォーメーション(DX)推進プラン

に基づき、行政手続きのオンライン化を推進しており、令和５年４月１日

からオンライン申請（オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI））での給水装

置関連の手続きを大幅に拡大している。ただし、オンライン申請の内容に

よっては、原本の提出が必要なものや窓口対応を必要とするものもあり、

その際には窓口手続きや原本の郵送等が必要となるので、オンラインでの

申請のみで手続きが完了しない場合がある。 

 

 

文言の整理 

最寄り駅の

追加 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

2 2.3.1.2.  2-7 表中「表 2-4 給水設計計画に関する事前協議の提出書類」 

 

 

「表 2-4 給水設計計画に関する事前協議の提出書類」 

 

提出部数

の変更 

2 2.3.1.3  2-9 表題、表内、表下「表 2-7 開発行為等の協議に関する提出書類」 

 

「2-7 開発行為等の協議に関する提出書類」 

 

提出部数

の変更 

2 2.3.2.2.  2-11 ３）オンライン申請での書類の提出 ３）電子申請での書類の提出 文言の整理 

2 2.3.4.3  2-16 2.3.4.3.断水工事を伴う場合 

※局内関係課所との施工時期の調整及び住民広報に時間を要すため、実施

するのに１か月以上かかる場合があり、断水工事の申込みは十分に余裕を

持って行うこと。 

2.3.4.3.断水工事を伴う場合 

※局内関係課所との施工時期の調整及び住民広報に時間を要すため、実施

するのに１ヶ月以上かかる場合があり、断水工事の申込みは十分に余裕を

持って行うこと。 

文言の整理 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

2 2.4.1.1.  2-21 2.4.1.1.完成届の提出について 

修繕工事の場合は、緊急性等を考慮し、施行前の申込み等は行わ

なくてよいものとするが、修繕工事（軽微な変更を除く。）をした

者は、その工事の完成後、速やかにサービスセンターに届け出な

ければならない。〔条例第 5 条第 3 項、修繕要領第 4 条〕 

 

2.4.1.1.完成届の提出について 

修繕工事の場合は、緊急性等を考慮し、施行前の申込み等は行わ

なくてよいものとするが、修繕工事（軽微な変更を除く。）をした

者は、その工事の完成後、速やかにサービスセンターに届け出な

ければならない。〔条例第 5 条第 3 項〕 

要領名称

の追加 

2 2.4.5.  2-24 「表 2-13 工事承認の申込み時の提出書類一覧」表内 

 

略 

 

 

「表 2-13 工事承認の申込み時の提出書類一覧」 

 

略 

 

参照先訂正 

3 3.1.7.1.  3-10 3.1.7.1. 受水槽式給水の必要性〔条例規程第 7 条第 1 項第 10 号〕 3.1.7.1. 受水槽式給水の必要性〔条例規程第 7 条第 1 項第 9 号〕 参照先訂正 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

3 3.6.4.  3-37 図中「図 3-19 仕切弁鉄蓋の向き」 

 

 

 

図 3-19 仕切弁鉄蓋の向き 

「図 3-19 仕切弁鉄蓋の向き」 

 

 

 

図 3-19 仕切弁鉄蓋の向き 

文言の整理 

3 3.8.4.1. 5 3-49 ③ 小型メーター用のメーターボックスは、次のとおり設置するものとす

る。〔メーター 要領第 7 条第 2 項〕 

a. 蓋の開閉に支障がないようにすること。 

b. 蓋の高さと周囲の地面等との高さをそろえ、段差を生じさせ

ないようにすること。 

c. この場合、蓋又は胴だけを底部から離してかさ上げして調整

しないこと。 

d. 内部に汚水、土砂等が入らないこと。 

e. 大雨による冠水のおそれがある場合は、蓋の流出防止対策を

講じること。 

 

① 小型メーター用のメーターボックスは、次のとおり設置するものとす

る。〔メーター要領第 7 条第 2 項〕 

a. 蓋の開閉に支障がないようにすること。 

b. 蓋の高さと周囲の地面等との高さをそろえ、段差を生じさせな

いようにすること。 

c. この場合、蓋又は胴だけを底部から離してかさ上げして調整し

ないこと。 

d. 内部に汚水、土砂等が入らないこと。 

 

要領改正

に伴う項

目追加 

3 3.8.5.1. 5 3-55 ※埋設型複数用メーターボックス（ねじ式を除く）はメーターユニット扱

いとする。 

※埋設型複数用メーターボックスはメーターユニット扱いとする。 

 

接合方式

を整理 

※ 車の進行方向と逆に蓋が開くように据付ける。 ※ 車の進行方向の逆に蓋があくように据付ける。 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

3 3.11.5.  3-63 給水装置の修繕工事を行う場合は、次にあげる事項によること。〔条例第 5 

条第 3 項、条例規程第 12 条、修繕要領〕 

 

給水装置の修繕工事を行う場合は、次にあげる事項によること。〔条例第 5 

条第 3 項、条例規程第 12 条〕 

要領名称の

追加 

4 4.2.5.  4-3 

 

 

 

 

 

 

 

4-4 

作図に使用する記号は、次の表 4-1～表 4-5 の左欄の種別・名称につい

て、右欄の記号とすること。 

なお、次の各表の記号では表記しにくい場合や、その他の給水栓類又は

その他の弁栓類の記号を使用した場合は、表4-1 又は表 4-2 の「その他」

のように、その用具の名称（タンクレス洗浄便座、タンクレストイレ、給

湯器など）、機能などを旗上げ表記するなどして、作成者以外の者でもわ

かるようにすること。 

 

表中「表 4-1、表 4-2」 

 

 

 

作図に使用する記号は、次の表 4-1～表 4-5 の左欄の種別・名称につい

て、右欄の記号とすること。 

なお、次の各表の記号では表記しにくい場合や、その他の給水栓類又は

その他の弁栓類の記号を使用した場合は、表4-1 又は表 4-2 の「その他」

のように、その用具の名称（タンクレス洗浄便座、タンクレストイレ、給

湯器など）、機能などを旗揚げ表記するなどして、作成者以外の者でもわ

かるようにすること。 

 

「表 4-1、表 4-2」 

 

文言の整理 

旗上げ記入

例の追加 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

4 4.2.5.  4-5 表中、表下「表 4-3 弁栓類その他の図示記号」 

 

 

 

「表 4-3 弁栓類その他の図示記号」 

 

 

 

図示記号注

釈の整理 



 令和８年４月  給水装置設計施行指針 新旧対照表  

11 
 

章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

4 4.3.1.1.  4-7 ① 水栓番号又は幹線番号は枠内に記入することとする。水栓番号が枠内

に書ききれない場合は、近接する枠外に記入してもよい。この場合、その

水栓番号を枠で囲むこと。 

① 水栓番号又は幹線番号は枠内に記載することとする。水栓番号が枠内

に書ききれない場合は、近接する枠外に記入してもよい。この場合、その

水栓番号を枠で囲むこと。 

文言の整理 

4 4.3.1.1.  4-7 表題「図 4-1 水栓番号又は幹線番号の記入例」 表題「図 4-1 水栓番号又は幹線番号の記載」 文言の整理 

4 4.3.1.5  4-7 ② 工事種別欄には、表 4-6 の工事種別を記入すること。 ②  工事種別欄には、表 4-6 の工事種別を記載すること。 文言の整理 

4 4.3.1.5  4-8 表題「図 4-2 幹線番号の工事履歴の記入例」 表題「図 4-2 幹線番号の工事履歴」 文言の整理 

4 4.3.1.5  4-8 ④ 分水止め、または分岐止め工事を施工した場合は、その履歴と口径を

記入すること。 

④ 分水止め、または分岐止め工事を施工した場合は、その履歴と口径を

記載すること。 

文言の整理 

4 4.3.1.5  4-8 表題「図 4-3 分水止め又は分岐止めの工事履歴の記入例」 表題「図 4-3 分水止め又は分岐止めの工事履歴」 文言の整理 

4 4.3.2.3.  4-9 表題「図 4-4 案内図の記入例」 表題「図 4-4 案内図の記載」 文言の整理 

4 4.3.2.4.  4-10 ①  配水管及び他の給水管から分岐した場合は、分岐元の配水管又は他の

給水管を記入し、管種、口径、土被り、占用位置（道路区域境からの

距離）を記入すること。また、他の給水管から分岐する場合は、他の

給水管の水栓番号又は幹線番号を記入すること。 

分岐箇所及び道路上に設置する弁栓類のオフセットは、原則として測

定距離が 30m 以下となる境界杭を基点とし、測定線の交わる角度が極

端な鋭角、鈍角にならないように２点以上から測定し、図示すること。

また、建物周辺の状況が畑や更地などで目標物が少なく取出し位置を

特定しづらい場合は、分岐箇所に近接している配水管の弁栓類からの

オフセットを含め、３点以上から測定し、図示すること。 

なお、条件に該当する境界杭がない場合は、将来撤去される可能性が

少ないものを基点とし、３点以上から測定し、図示すること。 

 

① 配水管及び他の給水管から分岐又は切断した場合は、分岐元の配水管

又は他の給水管を記入し、管種、口径、土被り、占用位置（道路区域境

からの距離）を記入すること。 

なお、配水管及び他の給水管から分岐した場合は、これに加え境界等か

らのオフセットを記入すること。また、サドル付分水栓以外の方法で分

岐する場合は、分岐箇所を旗上げ、分岐に使用した材料を記入し、耐震

形の不断水用割Ｔ字管を使用した場合、製造業者・型番を記入するこ

と。 

文言の整理 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

4 4.3.2.4.  4-10 図中「図 4-5 配水管及び他の給水管から分岐した場合の記入例」 

 

 

 

 

「図 4-5 サドル付分水栓以外の方法で分岐する場合の記載例」 

 

 

図の差替え 

4 4.3.2.4.  4-11 ②  サドル付分水栓以外の方法で分岐する場合は、分岐箇所を旗上げ、

分岐に使用した材料を記入し、耐震形の不断水用割Ｔ字管を使用した

場合は、製造業者・型番を記入すること。 

 

② 他の給水管から分岐又は切断する場合は①に加え、他の給水管の水栓

番号又は幹線番号を記入すること。 

文言の整理 

図 4-5 配水管及び他の給水管から分岐した場合の記入例 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

4 4.3.2.4.  4-11 図中「図 4-6 サドル付分水栓以外の方法で分岐する場合の記入例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図の追加 

4 4.3.2.4  4-11 ③  配水管及び他の給水管から切断した場合は、その箇所を旗上げし、該

当する給水管の口径及び止めの方法について記入すること。切断箇所

が複数ある場合は、当該箇所の水栓番号又は幹線番号を記入すること。

また、他の給水管から切断する場合は、他の給水管の水栓番号又は幹

線番号を記入すること。 

 

図題、図中「図 4-7 配水管及び他の給水管から切断した箇所の平面図の記

入例」 

 

 

 

③ 配水管及び他の給水管から切断した場合は、その箇所を旗揚げし、該

当する給水管の口径及び止めの方法について記入すること。また、切断箇

所が複数ある場合は、当該箇所の水栓番号又は幹線番号を表記すること。 

 

 

 

表題「図 4-6 配水管及び他の給水管から切断した箇所の平面図」 

 

 

 

文言の整理 

 

図 4-6 サドル付分水栓以外の方法で分岐する場合の記入例 

(株)〇〇、型式：〇〇〇  
仕切弁付割 T 字管(耐)100×75  

図 4-7 配水管及び他の給水管から切断した箇所の平面図の記入例 図 4-6 配水管及び他の給水管から切断した箇所の平面図 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

4 4.3.2.4  4-11 ④ 給水管を道路に対して縦断方向に布設した場合は、給水管の土被り・占

用位置がわかるように記入すること。 

 

④ 分岐箇所及び道路上に設置する弁栓類のオフセットは、原則として測

定距離が 30m 以下となる境界杭を基点とし、測定線の交わる角度が極

端な鋭角、鈍角にならないように２点以上から測定し、図示すること。

また、建物周辺の状況が畑や更地などで目標物が少なく取出し位置を特

定しづらい場合は、分岐箇所に近接している配水管の弁栓類からのオフ

セットを含め、３点以上から測定し、図示すること。 

なお、条件に該当する境界杭がない場合は、将来撤去される可能性が

少ないものを基点とし、３点以上から測定し、図示すること。 

文言の整理 

4 4.3.2.5  4-12 表題「図 4-8 宅地内第一バルブのオフセットの記入例」 表題「図 4-7 宅地内第一バルブのオフセットの例」 文言の整理 

4 4.3.2.6  4-12 表題「図 4-9 引込位置のオフセットの記入例」 表題「図 4-8 引込位置のオフセットの例」 文言の整理 

4 4.3.2.7  4-13 表題「図 4-10 同一タイプの部屋がある場合の平面図の記入例」 表題「図 4-9 同一タイプの部屋がある場合の平面図」 文言の整理 

4 4.3.2.8  4-13 表題「図 4-11 メーターの口径及び栓番の記入例」 表題「図 4-10 メーターの口径及び栓番の記載」 文言の整理 

4 4.3.2.8  4-13 表題「図 4-12 メーターが並列している場合の記入例」 表題「図 4-11 メーターが並列している場合の記載」 文言の整理 

4 4.3.2.9.  4-14 新規「図 4-13 給水方式ごとの記入例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図の追加 

4 4.3.3.2.  4-14 番号の付け方は、図 4-14 のいずれかのうちからもっとも読み取りやすい

方法を選ぶこと。ただし、同一配管が散在している場合は、図 4-15 のよう

に、図全体付近に番号を付け、「表示しない部分」と明記してもよい。 

番号の付け方は、図 4-12 のいずれかのうちからもっとも読み取りやすい

方法を選ぶこと。ただし、同一配管が散在している場合は、図 4-13 のよ

うに、図全体付近に番号を付け、「表示しない部分」と明記してもよい。 

文言の整理 

図 4-13 給水方式ごとの記入例 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

4 4.3.3.2.  4-15 表題「図 4-14 番号の引き出し方法の記入例」 表題「図 4-12 番号の引き出し方法」 文言の整理 

4 4.3.3.2  4-15 表題「図 4-15 「表示しない部分」と明記する方法の記入例」 表題「図 4-13 「表示しない部分」と明記する方法」 文言の整理 

4 4.3.3.3.  4-15 口径 25mm の第１バルブ又は中間バルブにステンレス製ボール止水栓を使

用した場合は、その旨を記入すること。 

口径 25mm の第１バルブ又は中間バルブにステンレス製ボール止水栓を使

用した場合は、その旨を記載すること。 

文言の整理 

4 4.3.3.3.  4-15 図題「図 4-16 ステンレス製バルブの記入例」 

 

 

 

図題の追加 

4 4.3.3.4  4-15 4.3.3.4 メーターユニットの表示 

メーターユニットを使用した場合は、メーカー名及び型式を記入するこ

と。また、同一建物内で使用するメーターユニットのメーカーや型式が異

なる場合は、それぞれ水栓番号、メーカー名、型式名を分かるように記入

すること。なお、型式の確認は、メーター用指定器材承認リストにて行う

ため、リストと同様な型式表記になるよう記入すること。 

※メーター用指定器材承認リストは、局ウェブサイトに掲載する。 

※ねじ式の埋設型複数用メーターボックスは、メーターの記号を使

用する。 

新規「図 4-17 メーターユニットの記入例」 

 

4.3.3.4 メーターユニットの表示 

メーターユニットを使用した場合は、メーカー名及び型式を記載するこ

と。また、同一建物内で使用するメーターユニットのメーカーや型式が 

異なる場合は、それぞれ水栓番号、メーカー名、型式名を分かるように 

記入すること。なお、型式の確認は、メーター用指定器材承認リストに 

て行うため、リストと同様な型式表記になるよう記載すること。 

 

 

文言の整理 

図の追加 

図 4-16 ステンレス製バルブの記入例 

図 4-17 メーターユニットの記入例 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

4 4.3.3.5  4-16 表題「図 4-18 ポリブテン管、ポリエチレン管の延長の記入例」 表題「図 4-14 ポリブテン管、ポリエチレン管の延長表示」 文言の整理 

4 4.3.3.6.  4-16 ② 設計図（申請図）においては、平面図に管種、口径、延長を記入してい

る場合に限りメーター周辺より下流側についての透視図を省略することが

できる。さらに、専用住宅の場合に限り、透視図を省略してもよい。 

設計図（申請図）においては、平面図に管種、口径、延長が記載されてい

る場合に限りメーター周辺より下流側についての透視図を省略することが

できる。さらに、専用住宅の場合に限り、透視図を省略してもよい。 

文言の整理 

4 4.4.1.  4-17 ② オフセットは配水管及び他の給水管からの分岐箇所、道路上に設置し

た弁栓類、単独引込部の分岐箇所及び各宅地への単独引込管を除いた共有

部分の管末について「4.3.2.4.の①」に準じ記入すること。 

オフセットは配水管及び他の給水管からの分岐箇所、道路上に設置した弁

栓類、単独引込部の分岐箇所及び各宅地への単独引込管を除いた共有部分

の管末について「4.3.2.4.の④」に準じ記入すること。 

文言の整理 

4 4.4.1.  4-17 表題「図 4-19 宅地造成の平面図の記入例」 表題「図 4-15 宅地造成の平面図」 文言の整理 

4 4.4.2.  4-18 新規「図 4-20 水質試験の記入例」 

 

 

 

 

 

 

 

記入例の 

追加 

4 4.4.2.  4-18 新規「図 4-21 耐圧試験の記入例」 

 

 

 

 

 

 

 

記入例の 

追加 

4 4.4.2.  4-18 図題「図 4-22 更正工事を施行した履歴の記入例」 

 

 

 図題の追加 

図 4-20 水質試験の記入例 

図 4-21 耐圧試験の記入例 

図 4-22 更生工事を施行した履歴の記入例 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

4 4.4.3.2.  4-19 新規「図 4-23 更正工事等を施行した場合の記入例」 

 

 

 

 

記入例の 

追加 

4 4.4.5  4-19 直近付替が行われている場合は、工事履歴の特記事項欄に「直近付替」と

記入すること 

直近付替が行われている場合は、図 4-16 のとおり、工事履歴の特記事項

欄に「直近付替」と記載すること。 

文言の整理 

4 4.4.5.  4-19 図中「図 4-24 直近付替を行った場合の記入例」 

 

 

「図 4-16 直近付替を行った場合の記入例」 

 

記入例の 

修正 

4 

 

  

4.4.6  4-19 4.4.6 捨てバルブを設置した場合 

やむを得ず捨てバルブを設置した場合は、他のバルブとは異なり埋設され

て容易に使用することができないものであることを区別するため、旗上げ

して「捨てバルブ」と記入すること。 

新規「図 4-25 捨てバルブを設置した場合の記入例」 

 

 

4.4.6 捨てバルブを設置した場合 

やむを得ず捨てバルブを設置した場合は、他のバルブとは異なり埋設され

て容易に使用することができないものであることを区別するため、旗揚げ

して「捨てバルブ」と明記すること。 

文言の整理 

図の追加 

図 4-23 更生工事等を施行した場合の記入例 

図 4-24 直近付替を行った場合の記入例 

図 4-25 捨てバルブを設置した場合の記入例 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

4 4.6  4-29 

～39 

完成図作成例 図中の変更箇所  ※記入例に合わせた記載とした。 

① 直結切替前の耐圧試験実施 

試験年月日平成 23 年 1 月 1 日 

試験水圧 1.25ＭＰａ 

試験結果〇〇 

② 水質試験 

採水年月日平成 23 年 2 月 1 日 

採水箇所栓 10009 の末端 

③ 申込者「Ａ建設 代表●● ●●」 

④ 対照表 分岐～第 1 止水栓までの管種 「SUS」 

 

 

 

 

① ※平成２３年１月１日 

直結切替前の耐圧試験実施 

（１．２５ＭＰａ） 

 

② 平成 23 年 2 月 1 日 

栓１０００９の末端にて 

水質検査を実施 

③ 申込者「Ａ建設」 

④ 対照表 分岐～第 1 止水栓までの管種「PD」 

文言の整理 

 

   付-35 Ⅲ 工事照会、立会要請等連絡先 

 

 

略 

 

Ⅲ 工事照会、立会要請等連絡先 

 

 

略 

 

連絡先の 

変更 


